
（世界へ羽ばたく人材
育成奨学金予約募集

募集期間

令和７年７月16日～９月４日
※この奨学資金は、予約募集のみです。
進学先がまだ決まっていない方も、この期間にお申し込みください。

グローバルに学んで鳥取の未来をつくる人材を
鳥取県は応援します！

新 規 事 業

鳥取県教育委員会事務局人権教育課育英奨学室
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL：0857-26-7533

URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/95339.htm

貸与金額

※無利子

大学の正規の修業年限が終了する月まで
（原則として４年間）

貸与期間

貸与終了から6か月後～20年以内

➤途中辞退、退学の場合は、10年
➤卒業後の進学、怪我・病気、育児
休業中、失業などで返還が難しい期
間は返還猶予可能。
➤国外大学を卒業後、原則として１
年以内にUターンして、卒業から８年
以内に県内就業等の期間が５年以上
に達した場合、国外加算額の返還を
免除します。

返還期間

申請資格

区分 貸与月額

基本額 ６万円、９万円、１２万円から選択

国外加算額
留学先の国・地域に応じて２万円、
４万円、８万円のいずれかの額

➤ 鳥取県内に保護者の住所があり、2026年度に大学等へ入学を希望する者。

➤ 高等学校等第２学年時の学業成績の平均値が4.0以上であること。

➤ 世帯の年間所得が鳥取県が定める基準以下であること。

➤ 鳥取県育英奨学資金より貸与条件が有利な奨学金を受ける見込みのないこと。

➤ 留学中の本人に代わり、日本国内で確実に連絡が取れる方がいること。

定員：５名

令和７年11月頃に行う
選考会にて決定します。
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